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「改正宅地建物取引業法の施行について」 
 

国土交通省 土地・建設産業局不動産業課 不動産業政策調整官  飯沼 宏規 

 
ご紹介いただきました国土交通省の飯沼と申し

ます。私からは、一昨年、平成 28年国会におきま

して成立いたしました改正宅地建物取引業法の概

略をご説明させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

まず資料 1 ページであります。今回の宅建業法

改正でございますけど、既存住宅流通を促進する

というのが大きな政策目的でございます。そもそ

も今、日本の既存住宅流通の現状がどうなってい

るかをお示ししたのがスライドの 1 枚目でありま

す。下の左側のグラフをご覧いただきますと、日

本における既存住宅の流通量、年間約 17万戸前後

で、戸数的にはほぼ横ばいの状況であります。 

右側のグラフで全住宅流通量に占めるシェアと

いう形で見てみますと、直近では約 14.7パーセン

トでございまして、欧米諸国と比較すると約 6 分

の 1程度と非常に低くなっております。 

今後、さらに人口減少が進むことが予想されて

いる一方、現状、既に世帯の数を上回る住宅スト

ックが存在している状況でもございまして、ご案

内のとおり、空き家率もどんどん高まっておりま

す。今後、既存ストックをいかに有効に活用して

いけるかが大きな政策課題になっております。 

続きまして資料の 2ページであります。「中古住

宅市場の課題」と書いております。これは新築住

宅を取得した方へのアンケート結果から浮かび上

がる現在の中古住宅市場の課題という形でまとめ

たものです。これによりますと、中古住宅の品質

に関する情報の非対称性が存在することによって、

市場の透明性が低く、中古住宅の取引に対して消

費者が不安を抱いていることが、課題として指摘

されております。 

下のグラフの赤枠で囲っている部分であります

けど、例えば「隠れた不具合が心配だった」、「耐

震性や断熱性など品質が低そう」といった回答が

多く挙げられているところでございまして、中古

住宅の品質が明らかでないという点が購入のネッ

クになっております。逆に言うと、こうした課題

が解決されれば、既存住宅であっても、新築住宅

と同様に、消費者にとって住宅取得の有力な選択

肢になっていくのではないかということでござい

ます。 

資料の 3 ページであります。既存住宅市場、あ

るいはリフォーム市場の活性化に向けて、現在講

じている施策の全体像をお示ししております。ま

ずこの図の左側でありますけど、「居住」と書いて

ございますが、例えば上の箱にもございますとお

り、適切な維持管理を実施するでありますとか、

下の箱にもございますが、必要に応じて適切なリ

フォームを実施して、住宅の寿命を延ばしていく。

こうしたことにつきまして、政府として一定の政

策的支援を行っております。 

またこの図の右側でありますけど、いざ住宅を

「売却」する際には、例えば上の箱にもございま

すが、今回の宅建業法改正のメイントピックであ

りますインスペクション、建物状況調査を活用し

て、安心して住宅を売買する。あるいは既存住宅

売買瑕疵保険に加入することによって、安全・安

心な取引を実現していく。あるいは下の箱でござ

いますけど、住宅の状態に応じた価格で売買がな

されるよう、適切な建物評価を行うことに関する

市場環境整備に努めているところでございます。 

続きまして 4 ページであります。こうした背景

を踏まえて、今回の宅建業法の改正のねらいを示

しております。大きく二つありまして、まず一つ

が、一番上の箱でありますけど、先ほど申し上げ
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ご紹介いただきました国土交通省の飯沼と申し

ます。私からは、一昨年、平成 28年国会におきま

して成立いたしました改正宅地建物取引業法の概

略をご説明させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

まず資料 1 ページであります。今回の宅建業法

改正でございますけど、既存住宅流通を促進する

というのが大きな政策目的でございます。そもそ

も今、日本の既存住宅流通の現状がどうなってい

るかをお示ししたのがスライドの 1 枚目でありま

す。下の左側のグラフをご覧いただきますと、日

本における既存住宅の流通量、年間約 17万戸前後

で、戸数的にはほぼ横ばいの状況であります。 

右側のグラフで全住宅流通量に占めるシェアと

いう形で見てみますと、直近では約 14.7パーセン

トでございまして、欧米諸国と比較すると約 6 分

の 1程度と非常に低くなっております。 

今後、さらに人口減少が進むことが予想されて

いる一方、現状、既に世帯の数を上回る住宅スト

ックが存在している状況でもございまして、ご案

内のとおり、空き家率もどんどん高まっておりま

す。今後、既存ストックをいかに有効に活用して

いけるかが大きな政策課題になっております。 

続きまして資料の 2ページであります。「中古住

宅市場の課題」と書いております。これは新築住

宅を取得した方へのアンケート結果から浮かび上

がる現在の中古住宅市場の課題という形でまとめ

たものです。これによりますと、中古住宅の品質

に関する情報の非対称性が存在することによって、

市場の透明性が低く、中古住宅の取引に対して消

費者が不安を抱いていることが、課題として指摘

されております。 

下のグラフの赤枠で囲っている部分であります

けど、例えば「隠れた不具合が心配だった」、「耐

震性や断熱性など品質が低そう」といった回答が

多く挙げられているところでございまして、中古

住宅の品質が明らかでないという点が購入のネッ

クになっております。逆に言うと、こうした課題

が解決されれば、既存住宅であっても、新築住宅

と同様に、消費者にとって住宅取得の有力な選択

肢になっていくのではないかということでござい

ます。 

資料の 3 ページであります。既存住宅市場、あ

るいはリフォーム市場の活性化に向けて、現在講

じている施策の全体像をお示ししております。ま

ずこの図の左側でありますけど、「居住」と書いて

ございますが、例えば上の箱にもございますとお

り、適切な維持管理を実施するでありますとか、

下の箱にもございますが、必要に応じて適切なリ

フォームを実施して、住宅の寿命を延ばしていく。

こうしたことにつきまして、政府として一定の政

策的支援を行っております。 

またこの図の右側でありますけど、いざ住宅を

「売却」する際には、例えば上の箱にもございま

すが、今回の宅建業法改正のメイントピックであ

りますインスペクション、建物状況調査を活用し

て、安心して住宅を売買する。あるいは既存住宅

売買瑕疵保険に加入することによって、安全・安

心な取引を実現していく。あるいは下の箱でござ

いますけど、住宅の状態に応じた価格で売買がな

されるよう、適切な建物評価を行うことに関する

市場環境整備に努めているところでございます。 

続きまして 4 ページであります。こうした背景

を踏まえて、今回の宅建業法の改正のねらいを示

しております。大きく二つありまして、まず一つ

が、一番上の箱でありますけど、先ほど申し上げ
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ましたインスペクション、これは建物状況調査と

言っておりますが、建物の状況調査をすることで、

安心・安全な取引につなげていくものです。イン

スペクションにつきましては、現状、消費者の認

知度が必ずしも高くない状況でございますので、

建物状況調査の活用を促しその普及を図っていく

ことを目的にしてございます。 

インスペクションにつきましては、その下に少

し小さく、文字で書いてございますけど、建物の

基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の

劣化事象、あるいは不具合事象の状況を目視、計

測等によって、調査するということでございまし

て、こういったものを取引の中に組み込んでいく

ということでございます。これが 1点。 

それから 2点目が、その下の箱でありますけど、

既存住宅の建物状況調査を行った結果、既存住宅

売買瑕疵保険への加入を併せて促進していくとい

うことでございます。この瑕疵保険につきまして

は、下に少し記述がございますけど、もし既存住

宅に瑕疵があった場合には、その修補の費用が保

険で賄われる保険商品でありまして、これも先ほ

どのインスペクションと同様に、安全・安心な既

存住宅取引につながる一つの起爆剤になるものと

期待しております。以上を通じて、下に書いてご

ざいますが、消費者が安心して既存住宅の取引を

行えるような市場環境の整備を図っていくという

のが、今回の宅建業法改正の一番の狙いでござい

ます。 

併せてということで、一番下にも書いてござい

ますが、不動産取引に関する制度などが専門化、

高度化している中で、宅建業に従事されている方

の資質の向上を図る、あるいは消費者利益の保護

を一層徹底するといったことも、今回の改正の中

に位置付けております。 

資料の 5 ページでございます。今回の宅建業法

改正の全体像をお示ししております。改正の中身

は、大きくは三つでございます。一番上の「１．

既存建物取引時の情報提供の充実」と書いてある

部分、これがいわゆるインスペクション、建物状

況調査の関係でございます。 

新たな措置内容ということで、三つほど箱がご

ざいますが、後ほどそれぞれ詳しくご説明したい

と思いますので、ここでは概略だけお伝えしてお

きますと、まず 1点目が、「媒介契約締結時」に宅

建業者が依頼主の意向に応じてインスペクション、

建物状況調査を実施する業者のあっせんの可否を

示す。そして依頼主の意向に応じて、実際にあっ

せんすることを手続きの中に組み込んでいくこと

となります。これにより、その右に「期待される

効果」とございますが、インスペクションを知ら

なかった消費者に認知され、結果、インスペクシ

ョンの利用につながっていくことが期待される、

これが 1点であります。 

2 点目が、「重要事項説明時」にインスペクショ

ン済みの既存住宅であれば、当該インスペクショ

ンの結果を買主に説明する、重要事項の一つとし

てこれを位置付けていくということであります。

これにより、建物の質を踏まえた購入判断・交渉

が可能になる、既存住宅売買瑕疵保険への加入が

促される、といったことが期待されます。 

それから 3 点目が「売買契約締結時」に建物の

現況を売主、買主が相互に確認し、その結果を書

面に残していくということでありまして、後々の

トラブル防止につながることが期待されます。 

この「１．既存建物取引時の情報提供の充実」

が、いわゆるインスペクションの関係であり、今

回のメインの改正事項であります。その下の「２．

不動産取引により被害を被った消費者の確実な救

済」では、営業保証金、あるいは弁済業務保証金

による弁済対象者から宅建業者を除外したほか、

その右の「３．宅地建物取引業者の団体による研

修」では、業界団体が従業者に体系的な研修を行

い、その資質向上を図っていく、こういうことも

併せて今回の改正の中で行っております。 

「４．施行期日」をご覧いただくと、インスペ

クション関係につきましては、いよいよこの 4月 1

日から施行されるということであります。先ほど

申し上げた２．と３．の改正につきましては、昨

年の 4月 1日から既に施行されております。 

「施行に向けた対応」ということで、一番下に

もございますが、これまで関係の政省令、あるい

は通知を整備してまいりましたし、その後、Q&Aを

作成したほか、全国各地で説明会を開催するなど

周知活動を続けてきておりまして、本日もその周

知活動の一環という形で捉えさせていただいてお

ります。 

6ページは、今申し上げました改正法の施行期日、

それぞれ改正条項ごとに整理したものでございま

すので、後ほどご覧ください。 

それから資料の 7 ページでございます。これは
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インスペクションの関係規定が施行された後の、

売買取引の流れをイメージ図としてまとめたもの

であります。まず左側の箱、「媒介の申込時」とあ

りますが、①媒介契約を締結時に、②宅建業者は

依頼者の意向に応じてインスペクションを実施す

る事業者をあっせんする形になります。結果、③

インスペクション事業者が建物状況調査を実施し、

④最終的にその結果が反映されることとなります。 

それから右側の箱で、「売買契約の締結時」とあ

りますが、①宅建業者は、取引対象の既存住宅が

建物状況調査を実施しているか否かを売主に確認

し、②もしインスペクション済みであれば、その

結果を買主に重要事項説明の一つとして伝える。

それから売買契約を締結する際には、③・④その

結果を双方が確認し、書面に残していく。このよ

うな形で、今後、4月 1日以降は、既存住宅の取引

がなされることとなります。 

続きまして 8 ページです。ここでは既存住宅売

買瑕疵保険の概略をお示ししております。きょう、

2部のところで、住宅局からインスペクションに特

化した話がなされて、その中でこの保険について

も言及されると思いますので、私のほうからは簡

単に概略だけお知らせします。先ほどご説明した

とおり、瑕疵保険は、住宅に瑕疵が発見された場

合に、修補費用が保険によって賄われるというこ

とでございまして、安全・安心な既存住宅取引に

資する一つの政策であるということでございます。 

続いて 9 ページ目以降が、インスペクション関

係規定の詳細をご説明させていただいております。

まず 10ページをご覧いただきますと、建物状況調

査の実施主体、あるいは対象部位と書いてござい

ます。一番下の箱に関係条文を抜粋しております。

宅建業法の 34条の 2第 1項第 4号が建物状況調査

に関する規定でありまして、そこから委任を受け

る形で、宅建業法施行規則、国土交通省令におい

て細部を規定しております。 

この 10ページでは、主に建物状況調査を誰が実

施するのかということについてまとめたものでご

ざいますが、一番上の箱をご覧いただきますと、

宅建業法上は、既存住宅状況調査技術者講習とい

う一定の講習を修了した建築士が、既存住宅状況

調査方法基準といった手法に従って行うものを建

物状況調査と定義付けしてございます。この※１

の、既存住宅状況調査技術者講習という部分です

が、国土交通大臣の告示に基づき登録をした講習

でございまして、現在五つの講習機関が実施して

おります。講習を修了した方の情報につきまして

は、その五つの講習機関のホームページ等々で確

認することができます。 

実施主体につきましては、現状、建築士という

形にしてございます。その趣旨につきましては三

つほどありまして、一つは建物の設計、あるいは

調査に関する専門的な知識を有しているというこ

と、それから適正な業務執行を担保するための指

導監督の仕組みが制度上確保されているというこ

と、そして円滑な調査を行うために必要な人員が

きちんと確保されているということ、この三つの

要件が必要であろうと考えたときに、これらを適

切に満たし得るのは、現状では建築士であろうと

考え、宅建業法上の建物状況調査は、一定の講習

を修了した建築士が行うものとしております。 

建築士以外が実施主体となり得るかどうかとい

う点につきましては、いろいろと議論もあったと

ころでございます。将来的に、建築士以外も先ほ

ど申し上げた三つの条件を満たし得る状況になれ

ば、例えば実施主体の拡大といったことも論点に

なってくると考えておりますが、現状では建築士

の方に限って、実施主体という立場を認めており

ます。 

続きまして 11ページでございます。このページ

では、建物状況調査の対象部位についてお示しし

ております。冒頭でも申し上げましたが、今回の

法改正は、建物状況調査の普及促進を図ることと

併せて、既存住宅売買瑕疵保険への加入も併せて

促していくことを目的としております。このため、

建物状況調査を実施した結果、希望する場合には、

保険にも加入できるようにすることが適当である

と考えております。 

従いまして、対象部位につきましては、既存住

宅売買瑕疵保険の検査と同様の部位とすることと

しており、具体的には上の箱のア・イに書いてご

ざいますが、「構造耐力上主要な部分に係る調査対

象部位の例」として、基礎、土台、床、柱などが

該当します。また、「雨水の浸入を防止する部分に

係る調査対象部位の例」として、外壁、内壁、天

井、あるいは屋根が該当することとなります。 

資料の 12ページでございます。建物状況調査を

実施する者のあっせんということでありまして、

今申し上げたような、宅建業法上の建物状況調査

を前提に、媒介契約の締結に当たりまして、媒介
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インスペクションの関係規定が施行された後の、

売買取引の流れをイメージ図としてまとめたもの

であります。まず左側の箱、「媒介の申込時」とあ

りますが、①媒介契約を締結時に、②宅建業者は

依頼者の意向に応じてインスペクションを実施す

る事業者をあっせんする形になります。結果、③

インスペクション事業者が建物状況調査を実施し、

④最終的にその結果が反映されることとなります。 

それから右側の箱で、「売買契約の締結時」とあ

りますが、①宅建業者は、取引対象の既存住宅が

建物状況調査を実施しているか否かを売主に確認

し、②もしインスペクション済みであれば、その

結果を買主に重要事項説明の一つとして伝える。

それから売買契約を締結する際には、③・④その

結果を双方が確認し、書面に残していく。このよ

うな形で、今後、4月 1日以降は、既存住宅の取引

がなされることとなります。 

続きまして 8 ページです。ここでは既存住宅売

買瑕疵保険の概略をお示ししております。きょう、

2部のところで、住宅局からインスペクションに特

化した話がなされて、その中でこの保険について

も言及されると思いますので、私のほうからは簡

単に概略だけお知らせします。先ほどご説明した

とおり、瑕疵保険は、住宅に瑕疵が発見された場

合に、修補費用が保険によって賄われるというこ

とでございまして、安全・安心な既存住宅取引に

資する一つの政策であるということでございます。 

続いて 9 ページ目以降が、インスペクション関

係規定の詳細をご説明させていただいております。

まず 10ページをご覧いただきますと、建物状況調

査の実施主体、あるいは対象部位と書いてござい

ます。一番下の箱に関係条文を抜粋しております。

宅建業法の 34条の 2第 1項第 4号が建物状況調査

に関する規定でありまして、そこから委任を受け

る形で、宅建業法施行規則、国土交通省令におい

て細部を規定しております。 

この 10ページでは、主に建物状況調査を誰が実

施するのかということについてまとめたものでご

ざいますが、一番上の箱をご覧いただきますと、

宅建業法上は、既存住宅状況調査技術者講習とい

う一定の講習を修了した建築士が、既存住宅状況

調査方法基準といった手法に従って行うものを建

物状況調査と定義付けしてございます。この※１

の、既存住宅状況調査技術者講習という部分です

が、国土交通大臣の告示に基づき登録をした講習

でございまして、現在五つの講習機関が実施して

おります。講習を修了した方の情報につきまして

は、その五つの講習機関のホームページ等々で確

認することができます。 

実施主体につきましては、現状、建築士という

形にしてございます。その趣旨につきましては三

つほどありまして、一つは建物の設計、あるいは

調査に関する専門的な知識を有しているというこ

と、それから適正な業務執行を担保するための指

導監督の仕組みが制度上確保されているというこ

と、そして円滑な調査を行うために必要な人員が

きちんと確保されているということ、この三つの

要件が必要であろうと考えたときに、これらを適

切に満たし得るのは、現状では建築士であろうと

考え、宅建業法上の建物状況調査は、一定の講習

を修了した建築士が行うものとしております。 

建築士以外が実施主体となり得るかどうかとい

う点につきましては、いろいろと議論もあったと

ころでございます。将来的に、建築士以外も先ほ

ど申し上げた三つの条件を満たし得る状況になれ

ば、例えば実施主体の拡大といったことも論点に

なってくると考えておりますが、現状では建築士

の方に限って、実施主体という立場を認めており

ます。 

続きまして 11ページでございます。このページ

では、建物状況調査の対象部位についてお示しし

ております。冒頭でも申し上げましたが、今回の

法改正は、建物状況調査の普及促進を図ることと

併せて、既存住宅売買瑕疵保険への加入も併せて

促していくことを目的としております。このため、

建物状況調査を実施した結果、希望する場合には、

保険にも加入できるようにすることが適当である

と考えております。 

従いまして、対象部位につきましては、既存住

宅売買瑕疵保険の検査と同様の部位とすることと

しており、具体的には上の箱のア・イに書いてご

ざいますが、「構造耐力上主要な部分に係る調査対

象部位の例」として、基礎、土台、床、柱などが

該当します。また、「雨水の浸入を防止する部分に

係る調査対象部位の例」として、外壁、内壁、天

井、あるいは屋根が該当することとなります。 

資料の 12ページでございます。建物状況調査を

実施する者のあっせんということでありまして、

今申し上げたような、宅建業法上の建物状況調査

を前提に、媒介契約の締結に当たりまして、媒介

 

依頼者の意向に応じて、建物状況調査を実施する

者をあっせんすることとしております。具体的に

は、宅建業者が媒介依頼者に交付する媒介契約書

書面におきまして、建物状況調査を実施する者の

あっせんに関する事項を記載するよう求めており

ます。条文につきましては一番下の第 34条の 2の

第 4 号として、記載事項の一つに追加したという

ことでございます。 

この背景につきましては、真ん中の箱でありま

すが、宅建業者が媒介依頼者の意向に応じて建物

状況調査を実施する者をあっせんすることにより、

消費者の建物状況調査に対する認知度や実施率が

向上し、ひいては建物状況調査が広く実施され、

良質な既存住宅の流通が促されていくことが期待

されるということでございます。 

続きまして、資料の 13ページでございます。建

物状況調査を実施する者のあっせんに関しまして、

具体的な業務フローをお示ししております。下の

図の中に赤い枠囲みで「媒介契約締結」と記載し

ておりますが、まず媒介契約締結の前段階で、媒

介依頼者が建物状況調査の実施者に関するあっせ

んを希望するか否かを確認する形になります。そ

の前段としまして、建物状況調査に関する制度の

概略を説明する必要がございます。あっせん希望

がある場合には、宅建業者はあっせん可能な事業

者情報等を依頼者に対して説明することとなり、

それと併せて、あっせん先の事業者に建物状況調

査実施の希望がある旨を連絡することとなります。 

ここで「あっせん」という言葉の意義について、

一番上の箱にも書いてございますが、単に建物状

況調査を実施している業者の情報を情報提供する

ということだけでは足りずに、売主、ないし買主、

それから実際に建物状況調査を実施する業者との

間で、建物状況調査の実施に向けた具体的なやり

とりが行われるように手配していくことが求めら

れます。具体的には、この資料の右下に、例えば

と記載しておりますが、事業者が作成した建物状

況調査費用の見積もりを媒介依頼主に伝達をする

とか、あるいは、建物状況調査実施の意向がある

か否かを売主に確認していくといったことがプロ

セスとして求められることとなります。単なる情

報提供ではなくて、具体的な実施に向けたやりと

りが行われるように手配していくことが求められ

る、という整理でございます。 

ここに書いてあるフローにつきましては、売主

側から希望を受ける場合を例としてお示ししてお

りますが、当然ながら買主側から希望される場合

も想定されます。その際には、この資料の一番右

下に小さく書いてございますけど、建物の所有者

である売主に建物状況調査を実施することについ

てあらかじめ承諾を得る必要がありますので、上

のフロー図のプロセスに加えて、買主側が希望す

るケースにつきましては、売主の承諾を得るとい

う手間が一つ加わるとイメージしていただければ

と思います。 

続きまして、資料の 14ページになります。今回

の改正を受けまして、媒介契約書、媒介契約約款

を改正しております。宅建業者によるあっせんに

つきましては、先ほど申し上げたように、売主側

が希望する場合、あるいは買主側が希望する場合

の双方が想定されるところでございますし、ある

いは希望を受けて、複数の業者を順次あっせんし

ていくといったようなケースも想定されるところ

でありまして、実務的には非常に多数、さまざま

なケースが想定されます。あっせん先の業者名が

変わるたびに媒介契約を変更することは非現実的

であると考えておりますので、標準媒介契約約款

におきましては、建物状況調査を実施する者のあ

っせんに関する事項といたしまして、「あっせんの

有無」についてのみ記載するという形にしてござ

います。こちらの媒介契約書の３．で、「建物状況

調査を実施する者のあっせんの有無」という欄を

設け、あっせんする場合には「有」に丸をしてい

ただくことを想定しております。 

続きまして、資料の 15ページでございます。こ

こからは重要事項説明に関する改正事項をまとめ

てございます。既存住宅の取引を行おうとする買

主が、建物の状況、現況を十分に理解した上で、

取引の意思決定ができるようにするということで、

重要事項説明という制度が元々あるわけですが、

この説明事項の一つといたしまして、今回、既存

住宅の取引に当たっては、建物状況調査について

説明されることを求めております。具体的には、

この資料の一番上の箱でありますが、重要事項説

明として、①取引対象の既存住宅がインスペクシ

ョンを実施しているか否かを説明する。また、②

建物状況調査を実施している場合については、そ

の結果を説明する。更に、③設計図書等の建物の

建築、あるいは維持保全の状況に関する書類の保

存状況を説明する。3点目につきましては売買と交
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換のみが対象となりますが、以上申し上げたよう

な三つの事項が、新たに重要事項説明の対象とし

て追加されました。 

ここで説明対象となる建物状況調査については、

この資料の真ん中下に記載しておりますが、既存

住宅売買瑕疵保険のケースと同様に、調査の実施

から 1 年を経過していないものを対象にしており

ます。 

重要事項説明書につきましては、その下に見本

を付けてございますが、「６．建物状況調査の結果

の概要（既存の建物のとき）」という形で、新しく

建物状況調査の有無を記載する欄を今回追記して

おりますので、建物状況調査を実施しているか否

か、実施している場合には「有」に丸を付けてい

ただくことを実務上想定しております。併せて、

もし実施している場合には、先ほど②のところで、

結果の概要も説明の対象であるということを申し

上げましたが、その結果の概要につきまして「別

添のとおり」ということで、建物状況調査の結果

の概要書を別添という形で添付することを想定し

ております。 

資料の 16ページが、今申し上げました建物状況

調査の結果の概要の様式でございます。この建物

状況調査の結果の概要につきましては、まず何よ

り客観的に適正な内容であるということが重要で

ありますので、別途、住宅局で策定しております

「既存住宅インスペクションガイドライン」に基

づく既存住宅現況検査結果報告書の検査結果の概

要と同様のものにしております。これを見ていた

だきますと、真ん中に「建物状況調査」という記

載欄を設けておりまして、それぞれの部位ごとに、

劣化事象等の有無、「有」、「無」をチェックする欄

を設けております。また、例えば点検口がないこ

と等によって、調査自体がそもそもできなかった

というようなケースもあり得ることから、そうい

うケースに備え、劣化事象等の有無のみならず、

「調査できなかった」という欄も設けております。 

一番下に「建物状況調査実施者」という欄を設

けておりまして、資格を持った方が適切に、責任

を持って作成することを求めております。以上が

建物状況調査を実施している既存住宅の場合、重

要事項として説明されることとなります。 

資料の 17ページでございますが、重要事項説明

の対象となる建物状況調査の留意点を幾つかまと

めてございます。 

この資料の真ん中下に、「宅地建物取引業法の解

釈・運用の考え方」、通称ガイドラインと言ってお

りますが、そこの中で留意点をまとめております。

少し細かくなるのですが、順次ご紹介させていた

だきます。最初のパラグラフを見ていただきます

と、重要事項説明につきましては、まず建物状況

調査が宅建業法上の要件をきちんと満たしている

ものであるか否かを確認する必要があることを記

載してございます。すなわち、先ほど申し上げた

とおり、宅建業法上のインスペクション、建物状

況調査は、一定の講習を修了した技術者、建築士

によって実施されているか否かがまず重要になっ

てまいりますので、きちんとした資格者が実施し

た調査であるか否かを事前に確認しておく必要が

ある旨を記載してございます。講習を修了したか

否かにつきましては、先ほども申し上げましたと

おり、五つの講習機関のホームページ等で確認す

るということができますので、まずそういったプ

ロセスを経た上で、説明に当たっていただくとい

うことでございます。 

それから 2 パラ目であります。重要事項説明を

行う前提として、取引対象の既存住宅について、

宅建業者は建物状況調査を実施しているか否かを

調査する必要がありますが、売主、あるいはマン

ションの場合ですと管理組合や管理業者などがそ

れを承知していると考えられますので、まずはそ

ういった方々に照会し、結果が判明した場合、そ

の結果を説明するという形になります。仮に照会

してもインスペクションを実施しているか否かが

判明しないケースも想定されますが、そうしたケ

ースでは、売主、管理組合、あるいは管理業者に

照会することをもって、宅建業者の調査義務は果

たされたこととすると整理してございます。 

それから 3 パラ目、先ほど実施後 1 年を経過し

ない建物状況調査が説明対象である旨申し上げま

したが、もし実施後 1 年を経過していない建物状

況調査が複数存在する場合はどうか、ということ

であります。これはやはり時間の経過とともに建

物の状況も変わっていくことが想定されますので、

現況との乖離が最も小さいという観点でいうと、

直近の建物状況調査、これを重要事項説明の対象

にすると整理してございます。ただ 1 年以内の直

近の建物状況調査以外に、別途行われている建物

状況調査において、例えば劣化事象が確認されて

いる場合など、取引の判断に重要な影響を及ぼす
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換のみが対象となりますが、以上申し上げたよう

な三つの事項が、新たに重要事項説明の対象とし

て追加されました。 

ここで説明対象となる建物状況調査については、

この資料の真ん中下に記載しておりますが、既存

住宅売買瑕疵保険のケースと同様に、調査の実施

から 1 年を経過していないものを対象にしており

ます。 

重要事項説明書につきましては、その下に見本

を付けてございますが、「６．建物状況調査の結果

の概要（既存の建物のとき）」という形で、新しく

建物状況調査の有無を記載する欄を今回追記して

おりますので、建物状況調査を実施しているか否

か、実施している場合には「有」に丸を付けてい

ただくことを実務上想定しております。併せて、

もし実施している場合には、先ほど②のところで、

結果の概要も説明の対象であるということを申し

上げましたが、その結果の概要につきまして「別

添のとおり」ということで、建物状況調査の結果

の概要書を別添という形で添付することを想定し

ております。 

資料の 16ページが、今申し上げました建物状況

調査の結果の概要の様式でございます。この建物

状況調査の結果の概要につきましては、まず何よ

り客観的に適正な内容であるということが重要で

ありますので、別途、住宅局で策定しております

「既存住宅インスペクションガイドライン」に基

づく既存住宅現況検査結果報告書の検査結果の概

要と同様のものにしております。これを見ていた

だきますと、真ん中に「建物状況調査」という記

載欄を設けておりまして、それぞれの部位ごとに、

劣化事象等の有無、「有」、「無」をチェックする欄

を設けております。また、例えば点検口がないこ

と等によって、調査自体がそもそもできなかった

というようなケースもあり得ることから、そうい

うケースに備え、劣化事象等の有無のみならず、

「調査できなかった」という欄も設けております。 

一番下に「建物状況調査実施者」という欄を設

けておりまして、資格を持った方が適切に、責任

を持って作成することを求めております。以上が

建物状況調査を実施している既存住宅の場合、重

要事項として説明されることとなります。 

資料の 17ページでございますが、重要事項説明

の対象となる建物状況調査の留意点を幾つかまと

めてございます。 

この資料の真ん中下に、「宅地建物取引業法の解

釈・運用の考え方」、通称ガイドラインと言ってお

りますが、そこの中で留意点をまとめております。

少し細かくなるのですが、順次ご紹介させていた

だきます。最初のパラグラフを見ていただきます

と、重要事項説明につきましては、まず建物状況

調査が宅建業法上の要件をきちんと満たしている

ものであるか否かを確認する必要があることを記

載してございます。すなわち、先ほど申し上げた

とおり、宅建業法上のインスペクション、建物状

況調査は、一定の講習を修了した技術者、建築士

によって実施されているか否かがまず重要になっ

てまいりますので、きちんとした資格者が実施し

た調査であるか否かを事前に確認しておく必要が

ある旨を記載してございます。講習を修了したか

否かにつきましては、先ほども申し上げましたと

おり、五つの講習機関のホームページ等で確認す

るということができますので、まずそういったプ

ロセスを経た上で、説明に当たっていただくとい

うことでございます。 

それから 2 パラ目であります。重要事項説明を

行う前提として、取引対象の既存住宅について、

宅建業者は建物状況調査を実施しているか否かを

調査する必要がありますが、売主、あるいはマン

ションの場合ですと管理組合や管理業者などがそ

れを承知していると考えられますので、まずはそ

ういった方々に照会し、結果が判明した場合、そ

の結果を説明するという形になります。仮に照会

してもインスペクションを実施しているか否かが

判明しないケースも想定されますが、そうしたケ

ースでは、売主、管理組合、あるいは管理業者に

照会することをもって、宅建業者の調査義務は果

たされたこととすると整理してございます。 

それから 3 パラ目、先ほど実施後 1 年を経過し

ない建物状況調査が説明対象である旨申し上げま

したが、もし実施後 1 年を経過していない建物状

況調査が複数存在する場合はどうか、ということ

であります。これはやはり時間の経過とともに建

物の状況も変わっていくことが想定されますので、

現況との乖離が最も小さいという観点でいうと、

直近の建物状況調査、これを重要事項説明の対象

にすると整理してございます。ただ 1 年以内の直

近の建物状況調査以外に、別途行われている建物

状況調査において、例えば劣化事象が確認されて

いる場合など、取引の判断に重要な影響を及ぼす

 

と考えられる建物状況調査が別途存在し、かつそ

のことを認識している場合につきましては、これ

は消費者利益も考慮して、かつ宅建業法 47条に違

反することのないよう、別途認識されている建物

状況調査につきましても、説明の対象とすること

が適当であると整理してございます。 

それから最後、4パラ目になりますが、建物状況

調査を実施してから 1 年を経過する前に、例えば

大規模な自然災害などが起こった場合の取扱いで

ございます。調査の後に災害が起こったような場

合、調査時点と重要事項説明の時点で建物の現況

が異なる可能性がありますが、仮にそうであった

としても、自然災害等による建物への影響の有無、

程度を具体的に判断することは困難であること、

また、自然災害が発生する前の建物状況調査であ

っても、例えばその中に劣化事象があることが確

認されているケースであれば、取引判断に非常に

重要な要素になると考えられること等を考慮し、

そうした場合は、当該建物状況調査の結果につき

ましても、重要事項説明の対象として説明するこ

とが適当であると整理しております。以上のこと

を、宅建業法ガイドラインの中に、留意事項とい

う形で記載しております。 

続きまして 18ページでございます。ここでは書

類の保存状況に関する重要事項説明について記載

してございます。真ん中の箱にもございますが、

既存住宅につきましては、仮に満たすべき建築基

準への適合性が不明確であるケースについては、

例えば住宅ローンを借りる際、あるいは瑕疵担保

保険に入る際に、それが円滑になされない恐れが

あります。また、将来、居住開始後にリフォーム

やメンテナンスを行う際には、既存住宅の設計図

書や新築時以降に行われた調査点検に関する書類

が必要になるといったようなケースも想定されま

す。こうしたことから、既存住宅の購入判断に大

きな影響を与えられると考えられる一定の書類の

保存状況につきましては、買主がきちんと事前に

把握した上で取引できるようにする必要があるこ

とから、今回、一定書類の保存状況について、重

要事項説明の対象として加えたところでございま

す。 

具体的にどういった書類の保存状況が説明対象

になるのかにつきましては、真ん中下のベージュ

の箱に記載してございます。四つほどありまして、

1 点目は建築基準法令に適合していることを証明

する書類であり、検査済証がこれに該当します。2

点目は、新耐震基準に適合していることを証明す

る書類であり、例えば税の特例を受ける際に必要

となります耐震基準適合証明書など、耐震性がき

ちんと具備されているということを証明する書類

になります。3点目は、新築時及び増改築時に作成

された設計図書類であり、建築確認済証や、確認

申請時の図面類がこれに該当します。4点目は、新

築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書

類であり、既存住宅調査結果報告、性能評価書な

どがこれに該当します。 

ここで申し上げた書類の保存状況についてです

が、一番上の箱にも書いてございますとおり、住

宅の売買、ないしは交換の場合のみを対象にして

おります。賃貸の場合つきましては、売買と異な

り、借主が、例えば住宅ローンを借り、あるいは

リフォームを自ら実施するといったようなケース

は一般的には想定されないところであります。こ

のため、売買と賃貸借の性質の違いを踏まえ、賃

借の場合には、書類の保存状況については重要事

項説明の対象外としております。 

ただ賃借の場合であっても、例えば戸建ての賃

貸住宅でリフォームが可能な場合なども想定され

ますので、そうした場合には、消費者の利益など

も考慮しながら、借主に対して、書類の保存状況

について説明することについては特段支障ないと

いうことでございます。法律上の義務は課してい

ないけれども、説明することについては差し支え

ないと整理しているところでございます。 

それから資料の 19ページでございますが、今ご

説明申し上げました書類の保存状況が重要事項説

明の対象として追加されましたので、重要事項説

明書にその記載欄を設けてございます。７．で、「建

物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存

状況（既存の建物のとき）」を追記しまして、先ほ

ど申し上げたような対象書類の保存の状況を、

「有」、「無」でチェックしていくことを実務上想

定しているところでございます。 

資料の 20ページは関係の条文でございますので、

後ほどご参照いただければと思います。 

21ページでございますが、ここからが 37条書面

関係の改正事項であります。この 37条書面は、契

約を媒介した宅建業者が、当該契約の一定事項を

書面に残しておくことで、契約内容を明確にする

とともに、契約成立後の紛争を防止することを目
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的にした制度でございます。この資料の真ん中の

「背景」にもございますが、既存住宅の取引にお

きましては、売買契約後にシロアリ被害や雨漏り

等、隠れた瑕疵が発見されまして、紛争に発展す

るケースが少なからず存在するところでございま

して、紛争を防止して、円滑な取引を促していく

ために、当事者双方が建物の品質・状態について、

あらかじめきちんと確認した上で契約に至ること

が有効であると考えております。こうした考え方

に基づき、今回、宅建業法 37条第 1項 2号の 2に

おきまして、37 条書面の記載事項の一つに新たに

「建物の構造耐力上主要の部分等の状況について、

当事者の双方が確認した事項」を追加したところ

です。 

資料の 22 ページでございますが、今回 37 条書

面への追加の記載に当たりましては、契約の当事

者が既存住宅の現況について、きちんと双方で認

識をそろえた上でそれを形として残していくこと

としております。不確かな認識を基に 37条書面に

記載されてしまうと、かえってトラブルになりか

ねないこともございます。 

従って、当事者の双方が確認をした事項として

想定しておりますのは、この資料の左上の①にな

りますが、専門的な第三者による調査結果を重要

事項として説明した場合ということで、宅建業者

がインスペクション結果を重要事項として説明し、

その結果、契約締結に至ったような場合には、当

該調査結果の概要を双方が確認した内容として 37

条書面に記載していく形にしております。 

その右の②でございますが、それ以外の場合に

つきましては、既存住宅の現況について、当事者

双方がどのような認識に基づいて契約を締結した

かが必ずしも明らかではないことから、そうした

ケースは、当事者双方が確認した事項は「無」と

記載することを想定しているところでございます。 

ただ、その下にございますが、契約当事者の双

方が、例えば写真などを基に、客観的に既存住宅

の状況を確認し、かつその結果を取引の価格に反

映させた場合など、既存住宅の状況が実体的に明

らかに確認され、かつそれが法的にも契約内容の

一部を構成していると考えられる特別な場合には、

その内容も双方が確認したものとして、37 条書面

に記載していくことは差し支えないと整理してい

るところでございます。 

以上がこの 4 月 1 日から施行されるインスペク

ション関係の改正規定の主な内容でありました。

23ページ目以降が、既に昨年 4月 1日から施行さ

れております改正内容でございますが、簡単に概

略だけご説明させていただきます。 

まず資料の 24ページでございます。ここでは媒

介契約の依頼者に対する報告についての改正事項

についてまとめております。取引物件に係る売買、

または交換の申し込みに関する報告は、宅地建物

取引の透明性向上の観点から、宅建業者による伝

達を確実なものとし、媒介依頼者が適時、適切に

物件の取引状況を把握できるようにすることを目

的に講じたものです。 

このような目的を踏まえ、当該報告が実務上も

適切に行われるようにするため、25 ページになり

ますが、標準媒介契約約款において、物件の売買、

または交換の申し込みがあったときには、媒介依

頼者に対して遅滞なくそれを報告することを宅建

業者の義務として追加したものでございます。 

それから資料の 26ページ、これは法改正とは直

接的な関係はないのですが、今回の法改正に伴う

標準媒介契約約款の改正機会を捉えまして、反社

会勢力の排除についての記述も入れてございます。

近年の社会的な要請であるというところもござい

まして、暴力団等の反社会勢力の排除についての

事項も、今回併せて追加しているということでご

ざいます。 

資料の 27ページでございますけど、宅建業者が

建物を取得し、あるいは、借りるといったケース

の重要事項説明の在り方につきまして、取引の効

率化を図る観点から、説明自体は不要とし、書面

交付のみで足りることとしております。 

それから資料の 28ページは、従業者名簿の記載

事項の変更であります。従来、この名簿につきま

しては、従業者の住所についても記載することと

しておりましたが、この名簿は取引関係者から請

求があったときには、閲覧に供しなければいけな

い形になっておりまして、名簿に従業者の住所が

記載されている点につきましては、プライバシー

の観点で問題となる恐れもありました。そこで、

今回、個人情報保護の観点から、従業者の住所に

関する情報を削除することとしたものです。 

29 ページでございます。営業保証金等による弁

済を受けることができる者の限定でございます。

営業保証金、あるいは弁済業務保証金制度につき

ましては、還付の対象は宅建業者と取引をした者
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的にした制度でございます。この資料の真ん中の

「背景」にもございますが、既存住宅の取引にお

きましては、売買契約後にシロアリ被害や雨漏り

等、隠れた瑕疵が発見されまして、紛争に発展す

るケースが少なからず存在するところでございま

して、紛争を防止して、円滑な取引を促していく

ために、当事者双方が建物の品質・状態について、

あらかじめきちんと確認した上で契約に至ること

が有効であると考えております。こうした考え方

に基づき、今回、宅建業法 37条第 1項 2号の 2に

おきまして、37 条書面の記載事項の一つに新たに

「建物の構造耐力上主要の部分等の状況について、

当事者の双方が確認した事項」を追加したところ

です。 

資料の 22 ページでございますが、今回 37 条書

面への追加の記載に当たりましては、契約の当事

者が既存住宅の現況について、きちんと双方で認

識をそろえた上でそれを形として残していくこと

としております。不確かな認識を基に 37条書面に

記載されてしまうと、かえってトラブルになりか

ねないこともございます。 

従って、当事者の双方が確認をした事項として

想定しておりますのは、この資料の左上の①にな

りますが、専門的な第三者による調査結果を重要

事項として説明した場合ということで、宅建業者

がインスペクション結果を重要事項として説明し、

その結果、契約締結に至ったような場合には、当

該調査結果の概要を双方が確認した内容として 37

条書面に記載していく形にしております。 

その右の②でございますが、それ以外の場合に

つきましては、既存住宅の現況について、当事者

双方がどのような認識に基づいて契約を締結した

かが必ずしも明らかではないことから、そうした

ケースは、当事者双方が確認した事項は「無」と

記載することを想定しているところでございます。 

ただ、その下にございますが、契約当事者の双

方が、例えば写真などを基に、客観的に既存住宅

の状況を確認し、かつその結果を取引の価格に反

映させた場合など、既存住宅の状況が実体的に明

らかに確認され、かつそれが法的にも契約内容の

一部を構成していると考えられる特別な場合には、

その内容も双方が確認したものとして、37 条書面

に記載していくことは差し支えないと整理してい

るところでございます。 

以上がこの 4 月 1 日から施行されるインスペク

ション関係の改正規定の主な内容でありました。

23ページ目以降が、既に昨年 4月 1日から施行さ

れております改正内容でございますが、簡単に概

略だけご説明させていただきます。 

まず資料の 24ページでございます。ここでは媒

介契約の依頼者に対する報告についての改正事項

についてまとめております。取引物件に係る売買、

または交換の申し込みに関する報告は、宅地建物

取引の透明性向上の観点から、宅建業者による伝

達を確実なものとし、媒介依頼者が適時、適切に

物件の取引状況を把握できるようにすることを目

的に講じたものです。 

このような目的を踏まえ、当該報告が実務上も

適切に行われるようにするため、25 ページになり

ますが、標準媒介契約約款において、物件の売買、

または交換の申し込みがあったときには、媒介依

頼者に対して遅滞なくそれを報告することを宅建

業者の義務として追加したものでございます。 

それから資料の 26ページ、これは法改正とは直

接的な関係はないのですが、今回の法改正に伴う

標準媒介契約約款の改正機会を捉えまして、反社

会勢力の排除についての記述も入れてございます。

近年の社会的な要請であるというところもござい

まして、暴力団等の反社会勢力の排除についての

事項も、今回併せて追加しているということでご

ざいます。 

資料の 27ページでございますけど、宅建業者が

建物を取得し、あるいは、借りるといったケース

の重要事項説明の在り方につきまして、取引の効

率化を図る観点から、説明自体は不要とし、書面

交付のみで足りることとしております。 

それから資料の 28ページは、従業者名簿の記載

事項の変更であります。従来、この名簿につきま

しては、従業者の住所についても記載することと

しておりましたが、この名簿は取引関係者から請

求があったときには、閲覧に供しなければいけな

い形になっておりまして、名簿に従業者の住所が

記載されている点につきましては、プライバシー

の観点で問題となる恐れもありました。そこで、

今回、個人情報保護の観点から、従業者の住所に

関する情報を削除することとしたものです。 

29 ページでございます。営業保証金等による弁

済を受けることができる者の限定でございます。

営業保証金、あるいは弁済業務保証金制度につき

ましては、還付の対象は宅建業者と取引をした者

 

になり、一般消費者は当然ですが、宅建業者であ

っても、従来は還付対象者に含まれておりました。 

ただ、この点につきましては、宅建業者が一般

消費者より先に還付請求を行い、一般消費者が劣

後してしまい、救済を受けられないといったよう

な恐れもあることから、今回の改正では、不動産

取引により被害を被った消費者の確実な救済を図

るため、営業保証金等による弁済の対象者から宅

建業者を除外することとしたものです。 

30 ページでございますけど、宅建業者の団体に

よる研修の実施ということで、真ん中の箱の背景

というところでございますが、今回の改正にもご

ざいましたがインスペクションですとか、不動産

取引に関連する法令も年々複雑化してきている、

あるいは融資の関係なども非常に充実してきてお

りますので、宅建業者が広範な情報を消費者に伝

達していく必要性が非常に増してきているところ

でございます。こうした状況に適切に対応できる

ようにする観点から、宅建業従事者の資質の向上

を図るため、事業者団体がその組織力を生かしな

がら体系的な研修を実施し、宅建業従事者の資質

向上を図る旨の努力義務規定を入れたところです。 

資料の 31ページ目以降は、参考としてインスペ

クションの概要を掲載してございます。後ほど住

宅局の説明の中でも、インスペクションに特化し

たご説明があると思いますので、ぜひそちらもご

参考にしていただきつつ、私のほうからは 32ペー

ジ以降の説明は割愛させていただきます。 

いずれにしましても本年 4 月 1 日からインスペ

クション関係の規定が施行されることとなります。

消費者にとっての一番の接点になるのが宅建業者

の皆さま方だと思いますので、インスペクション

の普及促進に向けて、ぜひご協力のほどよろしく

お願い致します。私からの説明は以上でございま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

（本稿は、平成 30年 1月 18日（木）に開催され

た特別講演会の講演録を収録したものである。） 

 


